
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

水道事業の評価手法に関する研究会

第２回研究会資料

国土交通省水管理・国土保全局

上下水道審議官グループ

令和７年12月10日

資料２



目次

１．本研究会でご議論いただきたい内容
及び第１回研究会での議論と対応

２．本日ご議論いただきたい内容①
換算係数法の取扱い

３．本日ご議論いただきたい内容②
新規便益及び算定事例の充実

４．報告事項

５．今後のスケジュール



１．本研究会でご議論いただきたい内容
及び第１回研究会での議論と対応
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１．本研究会でご議論いただきたい内容及び第１回研究会での議論と対応

本研究会でご議論いただきたい内容（第２回審議会時点）

○ 技術指針の改訂や総務省からの指摘、これまでにない新たな種類の事業評価事例等を踏まえたマニュ
アルの改訂に向け、主に以下の内容についてご意見を賜りたいと考えております
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１．技術指針の改訂内容の反映 温室効果ガス削減量の貨幣価値 等

２．総務省指摘への対応 換算係数法の取扱い（H30） 等

３．算定事例の充実
これまでの事業評価実績や研究結果等を踏まえ、参考となる
算定事例の追加 等

４．新規便益の開発
これまでの事業評価実績や研究結果を踏まえ、これまでマ
ニュアルに掲載できていなかった便益の掲載 等

５．算定に用いる
 基礎データの追加・
 見直し

事業評価を実施する上で必要となる各種係数等の基礎データ
について、これまでの事業評価実績や研究結果を踏まえた更
新・追加・見直し 等

６．その他 その他改善事項 等

前回ご議論いただいた内容

２

３

報告事項（都度報告） 1.工事諸費の取扱い

３

３

本日ご議論いただきたい内容
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論点 主な意見 対応箇所

換算係数法
の取扱い

〇現時点では換算係数法の掲載は継続し、段階的な移行や留意点の整理が必要
〇中小事業体にとって、換算係数法による簡便な評価は現場での安心材料と
なっており、最終的な評価手法は簡便であるべき

〇多様な状況や条件に応じた係数の研究開発が必要
〇換算係数法と年次算定法でズレが生じる場合は、パターンの追加や他の方法
を考えていただければありがたい

〇総務省の指摘は建設期間が10年以上の事業に対しての運用なので、10年未
満が問題ないことを証明すれば良い

〇更新費の換算係数は何年目を建設年とするかで数値が本当は変わってくので、
このような前提条件を踏まえた留意点を明確に示すべき

２．換算係数法の
取扱い

算定事例
の充実

〇便益の算定に苦労しており、定性的な便益をいかに定量化していくかという
部分に苦慮している

〇第１回委員会資料で示された実事例を反映してマニュアルの事例集が充実さ
れれば助けになる

〇二重化やネットワーク化に取り組んでいるが、冗長化による便益をどう考え
るか悩んでいる

３．新規便益及び
算定事例の充実

その他
改善要望

〇各事業体が算定した事例をデータベース化し、国全体で共有していくという
考え方が昨今のデジタル化という文脈では必要

〇事業評価の結果を外部への説明や市民への広報に活用するといったことにつ
いて充実いただきたい

（次回ご報告予定）

１．本研究会でご議論いただきたい内容及び第１回研究会での議論と対応

第１回研究会の主なご意見とその対応



２．換算係数法の取扱い
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○ 平成30年度の公共事業に係る政策評価の点検結果において、建設期間が概ね10年以上にわたるものについては換算係数法による評価が行われ
ないよう措置すべきとされている。

○ また、換算係数法の運用の在り方も含め検討する必要があるとされている。
○ 前回の本委員会での指摘事項も踏まえ、換算係数法の使用する際の前提条件を踏まえた留意点を明確に示すことを目的とする。

出所：公共事業に係る政策評価の点検結果（平成30年度）（総務省行政評価局） 7

２．換算係数法の取扱い

【再掲】 公共事業に係る政策評価の点検結果による換算係数法への指摘
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• 換算係数法については、中小事業体にとって簡便な評価手法として有効で
あるため、水道事業における評価手法として継続して実施すべき

• ただし、換算係数法は年次算定法と比べてズレが生じる場合があるため、
建設期間など前提条件を整理し、換算係数法の運用における留意点を明確
にすべき

第１回研究会での主なご意見

複数の条件で換算係数法と年次算定法でコストや便益を算定比較し
その結果を踏まえて換算係数法の運用方法を整理する

第１回研究会でのご意見を踏まえた対応方針

２．換算係数法の取扱い

前回の振り返りと今回の検討方法
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①事業費の
換算係数
を用いて算出

②更新費の
換算係数
を用いて算出

③便益の換算係数
を用いて算出

※維持管理費の軽減や減断水被害の回避
による便益を計上する際には、
「毎年一定の換算係数」を用いる

総事業費

更新費

維持管理費

⃝ 費用のうち、総事業費は「事業費の換算係数」を、維持管理費及び更新費は「更新費の換算係数」を
用いて算出

⃝ 便益については「便益の換算係数」を用いて算出され、そのうち維持管理費の軽減や減断水被害の回
避による便益を計上する際には、「毎年一定の換算係数=21.48」が用いられる

⃝ それぞれの換算係数の特徴及び前提について、次ページ以降で整理する

費用（C） 便益（B）

２．換算係数法の取扱い

換算係数の種類について
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基幹管路の布設を想定した場合
（建設期間６年、工事が供用開始の前年に完了、調査設計費を工事費に含まない）

【事例１】

⃝ 事業費の換算係数は「事業費が毎年一定」、「各工事が供用開始の前年に完了する」、「調査・設計
費は工事費に含める」ことを前提に算定されている

⃝ 比較的工事費が平準化し易い管路布設や同種複数箇所で連続する事業の場合は前提が当てはまり、年
次算定法と換算係数方で、乖離が少ない

時点 割引因子 名目額 現在価値 費目

-5 1.22 241,200 293,457調査・基本設計

-4 1.17 241,200 282,170詳細設計

-3 1.12 1,507,500 1,695,732工事

-2 1.08 1,507,500 1,630,512工事

-1 1.04 1,507,500 1,567,800工事

0 1.00 1,507,500 1,507,500工事

小計 6,512,400 6,977,171

換算係数法

事業費（現在価値）＝6,512,400×1.11=7,228,764千円

（換算係数＝1.11）

年次算定法

事業費（現在価値）＝6,977,171千円

（倍率（現在価値÷名目額）＝1.07）

非常用自家発電設備の整備を想定した場合
（建設期間３年、調査設計費を工事費に含む）

【事例２】

換算係数法

事業費（現在価値）＝1,209,173×1.04=1,257,540千円

（換算係数＝1.04）

年次算定法

事業費（現在価値）＝1,258,755千円

（倍率（現在価値÷名目額）＝1.04）

事業費の差は約４％

時点 割引因子
名目額 現在価値

ポンプ場
１

ポンプ場
２

ポンプ場
３

ポンプ場
１

ポンプ場
２

ポンプ場
３

-2 1.08 389,607 421,399

-1 1.04 349,255 363,225

0 1.00 470,311 470,311

小計 389,607 349,255 470,311 421,399 363,225 470,311

事業費計 1,209,173 1,258,755

事業費の差は約 0.1 ％

２．換算係数法の取扱い

①事業費の換算係数の前提条件について
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○ 事業期間が10年以上にわたる場合、換算係数法と年次算定法の結果に乖離が出るケースもあるが、その乖離
度は、費用が発生するタイミングや事業の内容、規模など、さまざまな要因によって事業ごとに異なる

○ そのため、換算係数が適用可能な建設期間を一意に示すことは難しい

モデル

事業期間 12年

事業内容 取水口～浄水場の再整備

事業費 8,777,639千円

費用Cの
現在価値

①10,990,925千円換算係数法

年次算定法

①÷②

②10,712,688千円

102.6％

実事例B

24年

未普及地域への水道整備

5,437,212千円

①9,713,186千円

②9,208,505千円

105.5％

実事例A

19年

簡易水道施設の改良

843,434千円

①1,535,707千円

②1,308,946千円

117.3％

２．換算係数法の取扱い

【参考】 換算係数が適用可能な建設期間
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○ 更新費の換算係数は「一定の周期で更新費が発生する」、 「整備した各施設が同じ年度に供用開始
となる」 、「施設規模は一定」、「更新工事が単年で完了する」ことを前提に算定されている

○ 前提が事業費の換算係数と類似しているため、複数の工程や工種にまたがる大規模事業の場合は年次
算定法との乖離が生じる

○ 特に「更新工事が単年で完了する」という前提があるため、建設期間が長期に及ぶ（更新期間も長期
になる）事業ほど、年次算定法との乖離が大きくなると考えられる

出所：水道事業の費用対効果分析マニュアル本編 図Ⅱ-2.3

２．換算係数法の取扱い

②更新費の換算係数の前提条件について
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○ 「便益の換算係数」のうち「毎年一定の換算係数」（維持管理費の軽減や、減断水被害の回避による
便益を計上する際に用いられる）については、「維持管理費が毎年一定」、「事業開始初年度から50
年後まで継続して発生する」ことを前提に算定されている

○ 生活用の減断水被害額が人口によって変動するが、現在給水人口が今後も一定という前提で換算係数
を乗じることで計算を簡素化しているケースが見られる

出所：水道事業の費用対効果分析マニュアル本編 図Ⅱ-2.3

２．換算係数法の取扱い

③便益の換算係数の前提条件について （１／３）
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○ 仮に人口が減少していく場合、従来の現在給水人口が続くとした換算係数での算定では、便益を過大
に推計する結果となってしまう

○ 人口動態にもよるが、地方都市程度の人口推計に基づく試算では、換算係数法は年次算定法よりも現
在価値を16％過大に計上する結果となった

脚注：将来人口推計は実在する地方都市の値を例として抽出している
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生活用被害原単位：9,462円/日・人（R6価格）

断水日数：３日、断水発生確率２％

換算係数は人口が一定という想定

初年度の想定被害額に対する現在価値の合計額は18.35倍＜換算係数21.48（現在価値で16％の乖離）

２．換算係数法の取扱い

③便益の換算係数の前提条件について （２／３）
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○ 仮に前頁の条件で人口を変化させた場合、換算係数に対して７～13％の乖離が生じる結果となった

○ 前頁で示した実存する地方都市のように人口減少が著しい場合はそれ以上の乖離が生じることもある

脚注：将来人口推計は国立社会保障・人口問題研究所の全国推計（R2国勢調査ベース）の人口変化率と一致させている
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年
次
算
定
法

出生高位死亡低位
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※人口を一定とした場合における現在価値の50年計

20.06
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18.99

④÷①

＋７％

＋10％

＋13％

③と④の乖離率

２．換算係数法の取扱い

③便益の換算係数の前提条件について （３／３）
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○ 管路の機能劣化予測式を用いて管路事故件数が年度ごとに増加していく仮定のもと算定する管路事故防止便
益は、以下の試算では換算係数法が年次算定法の２倍近く現在価値を過大に推計

○ 一方、基準年度（供用開始初年度）の事故件数を評価期間を通じて一定（増加しない）として用いる場合は、
逆に過小評価となる

○ 管路事故件数の推計値は管種・口径・埋設土壌の性質・防食性能、管齢等によって異なるところであり、状
況に応じた補正をかけることは困難であるのが現状

脚注：漏水事故件数は非耐震のダクタイル鋳鉄管を想定している
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50年平均事故件数：1.77件

50年平均事故件数1.77件と換算係数21.48で試算した場合＝273億円
基準年度事故件数0.16件と換算係数21.48で試算した場合＝ 25億円

基準年度事故件数：0.16件

年次算定法：50年累計現在価値＝156億円

⚫ 管路事故件数が年度ごとに増加し
ていくと仮定

⚫ 管路の機能劣化予測式を用いて年
度ごとの事故件数を算出し、その
平均を用いる

⚫ 管路事故件数が年度ごとに増加し
ていくと仮定しない

⚫ 基準年度（供用開始初年度）の事
故件数を評価期間を通じて一定と
して用いる

⚫ 管路事故件数が年度ごとに増加して
いくと仮定した場合、Bが年次算定
法と比較して約1.75倍過大

⚫ 管路事故件数が年度ごとに増加して
いくと仮定しない場合、6.28倍過少

２．換算係数法の取扱い

④便益の換算係数のうち毎年一定の換算係数が適さないケース



⃝ 現行マニュアルでは、建設期間が長く、需要変動の影響があるダム事業や水道広域化施設整備事業において、
B/Cが1.5未満であることを感度分析の実施基準としている。

⃝ また、P15に示すとおり、乖離が大きい人口の低位予測であっても13％程度の乖離であることを踏まえると、 
B/C ＝1.5 を閾値として定めることで、過大評価を避けられるのではないか。
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①事業費・②更新費の換算係数

分析結果

〇 事業費が平準化し易い管路工事
〇 同種複数箇所で連続する事業
△ 複数の工程や工種にまたがる大規模事業
△ 建設期間が長期にわたる事業

③便益の換算係数（うち毎年一定の換算係数）

△ 人口や水需要が変動する事業
× 管路事故件数が増加していく仮定のもと行う

管路老朽化リスクの換算には不適

考察

• 換算係数が適用可能な建設期間の事業を一意に
示すことは難しいが、10年の建設期間というの
は上記の大規模事業を表す目安となっていると
考えられる。

• 人口や水需要が変動する事業は多くの事業に
当てはまり、換算係数法が使えない場合の影
響が大きい。

見直し
方針

• 10年の事業期間という判断フローは残す。

• 換算係数法が適用できない具体的なN.G.ケース
をフローに併記

• 人口や水需要が減少する事業は、B/Cが過大
になることを防ぐため、換算係数法でB/Cが
1.5以下となる場合に年次算定法での正確な算
定を求めるようフローを変更

• 管路事故件数が年度ごとに増加していく仮定
のもと行う管路事故防止便益には、換算係数
法を適用しないようにN.G.ケースとして追加

• 基準年度の事故件数を評価期間を通じて一定
として用いる場合はN.G.ケースに該当しない

B/C<1.5の考え方

２．換算係数法の取扱い

換算係数の検証結果まとめ
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○ 前項までの「工事完成時点のずれ」や「一定ではない費用・便益」に伴う問題は現行マニュアルにも
記載されているが、再評価時にのみ限定される内容となっている

○ 再評価時にのみ限定する記述は削除し、判定フローに併記するような措置が必要

出所：水道事業の費用対効果分析マニュアル本編 第Ⅲ編年次算定法 （換算係数法に反映が困難な事象）

再評価のみに限定
されている

２．換算係数法の取扱い

現行マニュアルにおける記載
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事業評価の対象となる事業

建設期間は10年以上か？

事業の特性、建設期間等
を踏まえて選択

（下記事業に該当するか）

年次算定法による評価

便益（B）＝Σ〔Bi/di/(1+r)r〕
費用（C）＝Σ〔Ci/di/(1+r)r〕

換算係数法による評価

便益（B）＝便益額×換算係数
費用（C）＝総事業費×換算係数

No

Yes

総務省からの指摘を踏まえ、水資源
開発事業等に関わらず、10年以上の
事業は全て年次算定法で実施。

判定に資する事業特性の併記

• 複数施設かつ複数の工種によって構成され、段階的に整備される事業
• 建設された施設が建設期間中に順次供用開始される事業
• 用水供給事業のように受水開始時期の違いなどによって便益の発生開始時期が複数存在する事業
• 管路の機能劣化予測式等を用いて、管路事故件数が年度ごとに増加していく仮定のもと、管路事故
防止便益を計上している事業

Yes

No

B/Cが1.5未満

換算係数法の適用が望ましくない事業

追加

２．換算係数法の取扱い

換算係数法と年次算定法の選定フロー（修正案）



○換算係数法と年次算定法の選定フロー（修正案）は適切か

○他に考慮すべき観点はないか

ご議論いただきたい内容

20



３．新規便益及び算定事例の充実

21
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○ 水道事業者が容易に費用便益比を算定できるよう、現行のマニュアルには、換算係数法による算定事
例を 14 事例、年次算定法による算定事例を７事例示している。

○ 現行のマニュアルでは、年次算定法による算定事例が少ない。

1.換算係数法による算定事例 2. 年次算定法の算定事例

１. 水道水源開発施設整備事業

２（１）. 高度浄水施設等整備事業 （オゾン・活性炭処理）

２（２）. 高度浄水施設等整備事業 （膜ろ過処理、紫外線処理）

３（１）. 緊急時給水拠点確保等事業 （災害対策用貯水槽）

３（２）. 緊急時給水拠点確保等事業 （構造物の耐震補強）

３（３）. 緊急時給水拠点確保等事業 （構造物の改築・更新）

４. 水道管路耐震化等推進事業 （老朽管更新、管路の耐震化）

５（１）. 水道管路耐震化等推進事業 （直結給水）

５（２）. 水道管路耐震化等推進事業 （石綿セメント管更新）

６. 水道未普及地域解消事業

７. 生活基盤近代化事業

８（１）. 簡易水道再編推進事業 （統合のスケールメリット）

８（２）. 簡易水道再編推進事業 （遠方監視制御設備）

９. 水道広域化施設整備事業

1（1）.水道水源開発施設整備事業 （通常ケース）

1（2）.水道水源開発施設整備事業 （水不足ケース）

1（3）.水道水源開発施設整備事業 （リスク回避効果を考慮ケース）

1（4）.水道水源開発施設整備事業 （渇水による減・断水被害の実績
を用いるケース）

2（1）.水道広域化施設整備事業 （広域的な水源確保）

2（2）.水道広域化施設整備事業 （広域的な水源確保、給水開始が
異なる場合）

2（3）.水道広域化施設整備事業 （広域的な水源確保、水源転換が
ある場合）

３．新規便益及び算定事例の充実

【再掲】 現行のマニュアルに掲載されている算定事例について
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○現行マニュアルの策定以降に公表されている評価事例や研究報告に基づき、新たに４つの
算定事例を作成した

○いずれの事例も年次算定法で作成した

事業 便益

停電対策
• 地震による停電被害の回避
• 風害による停電被害の回避

費用

• 非常用発電設備の整備費用
• 維持管理費用

浸水対策
• 浸水による機能停止に伴う断水被害の回避
• 機器の水没被害回避

• 浸水対策費用（耐水壁など）
• 維持管理費用

上流取水
• 地震による断水被害回避（構造物の損壊）
• 動力費削減によるCO2排出量削減

• 取水施設の整備費用
• 管路施設の整備費用
• 既設取水施設の撤去費用

管路二重化
• 地震による管路事故に伴う断水回避
• 老朽化による管路事故に伴う断水回避
• もらい事故による管路事故に伴う断水回避

• 送水管の整備費用
• 老朽化に伴う修繕費用

３．新規便益及び算定事例の充実

新規に追加する評価事例 （案）



○ 過去の評価事例を参考に、地震だけでなく、風害による停電被害の便益を計上した評価事例を
作成した

○ 評価方法は構造物の耐震化（地震による構造物の損壊に伴う減断水回避）とほぼ同様である

項目 内容

事業内容 ３ポンプ場それぞれに非常用発電設備を整備する（1000kVA相当）×３台

規模 給水人口10万人の地方都市

費用C 発電機：約12億円、維持管理費：年400万円、事業期間５年

便益B 地震による停電被害回避、風害による停電被害回避（過去の被災実績、被害想定等）

便益の算定条件

地震による停電日数：３日、風害による停電日数：３日（両者とも地域の防災計画か
ら仮定）、他系統からのバックアップ率：15％、地震発生頻度：50年に１回、風害に
よる停電の発生頻度：50年に１回
減断水による被害額は現行マニュアルの生活用・業務営業用を計上

費用便益費 2.5

非定量便益
• 水害時の停電回避便益
• 土砂災害時の停電回避便益
• サイバーテロによる停電回避便益

特記事項
• 地震による停電被害回避、風害による停電被害回避の便益への寄与はともに1.0程度
• 地震被害想定によっては停電日数が１週間以上のものも存在している

24

３．新規便益及び算定事例の充実

停電対策の算定事例 （案）
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○ 令和元年度に千葉県などで大規模な停電をもたらした風害では最大風速として概ね30m/sを記録した

○ 施設設計で用いられる設計風速は「平成12年建設省告示第1454号」で規定されており、再現期間50年の最大風速
として市町村ごとに30m/s 以上が設定されている

○ また、過去の災害（令和元年東日本台風等）では、風速 30 m/s 近い風害が確認され、複数の停電が確認された。

○ 以上のことから、地震と同様に地域防災計画や過去の実績を参照できず、各地域毎に風害による停電の発生確率を
算定できない場合は、風害による停電の発生頻度50年に１回と仮定してよいとすることでどうか

出所：令和元年度（2019 年）房総半島台風（台風第 15 号）及び東日本台風（台風第 19 号）水道施設被害状況調査報告書

令和元年 房総半島台風 令和元年 東日本台風

最
大
風
速

停
電
継
続
日
数

３．新規便益及び算定事例の充実

風害の発生頻度 （案）



○過去の評価事例を参考に、水害による機能停止に伴う断水回避及び機器の水没回避便益を
計上した評価事例を作成した

○浸水による間接被害または直接被害単独でもB/C＞1.0の確保が可能

26

３．新規便益及び算定事例の充実

浸水対策の算定事例 （案）

項目 内容

事業内容 浸水区域内にある浄水場にL1計画規模降雨を対象とした浸水対策を施す

規模 急速ろ過方式の浄水場（Q＝50,000㎥/日）

費用C 防水壁の設置・開口部の防水化：8億5千万円、点検・修繕費：年210万円

便益B 浸水による機能停止に伴う断水被害回避、機器の水没回避便益：約33億円

便益の算定条件

浸水による断水日数：14日（被害実績）、他系統からのバックアップ率：60％、
水害発生頻度：地域の浸水マップ及び浸水シミュレーションに基づき、50年に１回の
強度の降雨、場内の機器は全て水没するものとする、減断水による被害額は現行マ
ニュアルの生活用・業務営業用を計上

※浸水の頻度はシミュレーションの降雨強度年に応じて設定
※複数の降雨強度のシミュレーションがある場合は、複数の便益を計上可能

費用便益費 10.1

特記事項

• 想定する水害の規模と頻度はハザードマップを準用することができる
• 機器の水没回避による便益への寄与は1.5程度
• 小規模施設を想定して断水日数を３日としてもB/C＝3.5
• 水没機器の取り換え費用はアセットマネジメント計画などで資産別に特定した金額
を活用することができる。



○ 上流からの取水のため、取水場を移設する事業（耐震化を伴う）を想定し、地震時の断水回避
便益に加え、施設の上流化に伴うポンプ動力費（コスト）の削減を考慮した事例を作成

○ 既存の耐震化に伴う便益に加え、ＣＯ２排出量削減便益も新たに計上

27

表流水（取水口・沈砂池）
L.W.L.=85m

Q=55,000㎥/日 

表流水（取水口・沈砂池）
L.W.L.=35m

Q=65,000㎥/日 

新設

撤去

移転
浄水場

着水井H.W.L＝75m
Q=50,000㎥/日各配水池へ

開削
Φ800×2,000m

撤去
Φ800×2,500m

Φ800×1,000m

不断水分岐
Φ800×Φ800

P

200kW×３台（１台予備）
1,540,000kWh/年

撤去

非耐震

耐震性有

３．新規便益及び算定事例の充実

上流取水の算定事例 （案） （1/2）



○ 取水施設の上流移転によるポンプ動力費（コスト）の削減によるB/Cの押し上げは0.6であった

○ CO2削減によるB/Cの押し上げは0.1未満という試算結果となった

項目 内容

費用C
取水施設の整備：約11億円、導水管の整備：約11億円、既設撤去：約４億円
※ポンプ動力費の削減は当該費用(C)の削減として考慮されている

便益B 地震による断水被害回避（構造物の損壊）、上流取水によるポンプ運転に伴うCO2削減

便益の算定条件
地震による断水日数：14日、他系統からのバックアップ率：20％、
地震発生頻度：50年に１回、CO2排出原単位0.421kg-CO2/kWh（東京電力R6発表値）
減断水による被害額は現行マニュアルの生活用・業務営業用を計上

費用便益費
3.4

（うち、ポンプ動力費(C)削減による押し上げ=0.6）

非定量便益
• 上流取水による原水水質の改善効果（高度処理の省略、薬品使用量の削減）
• 上流取水による水質事故の回避便益

CO2削減便益の
計算

①技術指針におけるCO2貨幣価値原単位＝10,600円/t-C(2006年価格）
②10,600円/t-C×12/44＝2,891円/t-CO2（R6時価＝3,683円/t-CO2）
③CO2排出量＝1,540,000kWh/年×0.421kg-CO2/kWh＝648,340kg-CO2≒648t-CO2/年
④削減便益＝3,683円/t-CO2×648t-CO2/年=2,386千円/年

28

３．新規便益及び算定事例の充実

上流取水の算定事例 （案） （2/2）
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【参考】CO2貨幣価値原単位の設定

○ 多くの国ではパリ協定（2015年）以降、多くの国ではCO2貨幣価値原単位が見直されている。

○ 以下の例で最も原単位の大きいスウェーデンの基準で上流取水によるCO2削減便益を算定すると、
B/Cの押し上げ効果は0.4となった。

○ 原単位のあり方については、公共事業評価手法研究委員会で審議が継続されているところ。

出所：令和６年度 第２回公共事業評価手法研究委員 資料１

スウェーデンの原単位を使用した場合

286,183(t-C)×12/44＝78,050円/t-CO2（2017年価格）…日本の27倍 B/Cの上乗せ効果＝0.4



○政令市規模での非耐震の送水管を想定し、当該路線を耐震管で二重化することで回避でき
る地震や老朽化に伴う断水回避便益を主とした事例を作成した

○便益の上乗せとして、単線では防げない他企業工事に伴うもらい事故による被害回避も便
益として計上した

30

浄水場
Q=250,000㎥/日

既設
Φ1500

L=11km
非耐震DIP

新設
Φ1500

L=11km
耐震DIP

配水池

地震時の被害想定

被害件数：地震による管路被害予測の確立に向けた研究 報告書より算定
※現行マニュアルにも掲載

断水日数：初動日数３日＋修繕期間３日＝６日/件
※Rainbowsプロジェクト報告書（水道技術研究センター）における想定

老朽化による被害想定

被害件数： e-pipeプロジェクト報告書（水道技術研究センター）
の機能劣化予測式 ※現行マニュアルにも掲載

断水日数：修繕期間３日/件
※Rainbowsプロジェクト報告書（水道技術研究センター）における想定

断水確率：12％/件 （過去の事故履歴分析によるφ500以上の実績値）
※Rainbowsプロジェクト報告書（水道技術研究センター）における想定

他企業工事に伴うもらい事故による被害想定

被害件数： 0.004件/年
※e-pipeプロジェクト（水道技術研究センター）におけるアンケート調査結果

３．新規便益及び算定事例の充実

基幹管路の二重化の算定事例 （案） （1/2）



○幹線を二重化することで回避できる断水被害によってB/C>1.0を十分に確保できる試算結
果が得られた

項目 内容

費用C 送水管の新設：約93億円、管路の修繕費27,000千円/件×管路事故件数

便益B
地震による断水被害回避（構造物の損壊）、老朽化事故による断水回避便益
もらい事故による断水回避便益

便益の算定条件
地震発生頻度：50年に１回、他系統からのバックアップ率：30％、その他条件は前頁、
減断水による被害額は現行マニュアルの生活用・業務営業用を計上、

費用便益費 2.5

非定量便益
（定量化可能）

• 漏水による浄水損失、補償、交通障害、人件費
• 大容量送水管としての非常時における貯留水活用

特記事項
• もらい事故によるB/C上乗せは0.2程度
• 地震による断水回避便益は0.5程度（既設が耐震化されていても二重化の効果あり）
• 既設管路を更新することを想定して管路工事費を2.5倍にしてもB/C＞1.0となる

31

３．新規便益及び算定事例の充実

基幹管路の二重化の算定事例 （案） （2/2）



○新規に追加する算定事例は適切か。
また、他に考慮すべき観点はないか

○風害の発生頻度の定め方は適切か。

○その他、加えるべき算定事例や新規開発便益はないか。

ご議論いただきたい内容
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４．報告事項

33
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本日ご報告する内容

工事諸費の取扱い



○ 「治水経済調査マニュアル（案）令和６年4月」では、対象とする費用として「工事諸費」を計上していた。工事諸
費とは、職員給与や各種職員手当、庁費、車両費等を指し、地方整備局等に一括で配分されるものである。

○ 「公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針」では、計上する費用の考え方として「用地費、補償費、建設費、
維持管理費等」と記載され、「工事諸費」については明記されていない

○ 令和７年７月の「河川事業の評価手法に関する研究会」において、「工事諸費」を対象費用から除外し、、「治水
経済調査マニュアル（案）」の改定が行われた

〇「技術指針」における対象費用の考え方

用地費、補償費、建設費、維持管理費などと
されており、工事諸費は明記されていない

出所：評価の費用便益分析に関する技術指針（共通編）（国土交通省）35

〇「治水経済調査マニュアル（案）」における対象費用の考え方

・治水経済調査マニュアル（案）新旧対照表

４．報告事項

「治水経済調査マニュアル（案）」における対象費用の考え方



【参考】国土交通省資料
（第11回河川事業の評価手法に関する研究会
（資料２）

36



○ 「水道事業の費用対効果分析マニュアル」においては、費用のうち総事業費として計上することとし
ている「工事雑費」と「事務費」が「工事諸費」に相当

○ 河川事業での対応等を踏まえ、 「工事雑費」と「事務費」を費用から除外する

出所：水道事業の費用対効果分析マニュアル本編 p.14（厚生労働省）、簡易水道等施設整備費国庫補助金交付要綱
 別表第２（２）請負施工の場合

費
用

総
事
業
費

本工事費

附帯工事費

用地費

補償費

調査費

機械器具費

営繕費

工事雑費

事務費

維持管理費

更新費

人件費、薬品費、動力費など

初期コストと更新周期に準して見込む

材料費、労務費、直接経費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費

管理道路、解体工事、仮設工事、支障移設工事 など

用地の取得あるいは貸借に要する費用

建物や立木の移転、水利、農林水産業、騒音等の補償

各種測量・設計・調査

施工に必要な器具や車両に係る費用 ※請負施工では基本的に計上しない

現場事務所や仮設宿舎等に要する経費 ※請負施工では基本的に計上しない

補助事業者が工事等の施工に要する消耗品や職員の人件費などの出先経費

補助事業者が工事等の施工に要する消耗品、職員人件費などの本庁経費
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４．報告事項

「水道事業の費用対効果分析マニュアル」における対象費用の考え方と対応（案）



５．今後のスケジュール
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○ 次回の委員会でマニュアルの改定概要（案）を提示予定。

第１回
（今回）

改訂の趣旨
論点提示

• 委員会の位置づけ
• 水道の事業評価を巡る動向
• 本委員会の論点
• 換算係数法の在り方
• 算定事例の充実  等

９月12日

第２回 改訂の方向性

• 委員意見への対応報告
• 改訂に向けた論点（継続）
• 既存手法の改善・改良
• 新規便益の開発内容報告 等

12月10日

第３回
マニュアル改訂案の

報告

• 委員意見への対応報告
• 改訂概要の報告
• マニュアル本編の報告 等

２月頃

回数 テーマ 内容時期
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検討会スケジュール（案）
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